
徳島県内の公共交通事業者の「稼ぐ力」を支援します！

※この補助金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

補助上限額 補助率

補助対象事業
公共交通の特性を活かした収益力の向上や利便性向上、利用促進につながる取組
に必要な経費を支援します。

【活用事例】
● 地域アプリの構築・導入
● ICTを活用した運行効率化ツール導入
● デジタルサイネージを活用した新たな広告による利用促進
● 新サービス導入に係る機材等購入、スマートバス停導入など
● 車内フリーWi-Fiの整備、座席へのUSBポートの設置
● 公共交通の利用を促すイベント（ただし、継続性のある事業内容であること）

・観光施設と連携した企画乗車券
・複数交通モードの乗り継ぎが可能な企画乗車券 など

対象となる事業者
徳島県内に事業所等を有する乗合バス事業者・鉄道事業者・タクシー事業者又は
これら事業者と他分野の事業者等により構成される共同体

公 募 期 間
令和８年４月２７日（月）～５月１５日（金）



事業全体の流れ

1. 申請書提出

2. 審査・交付決定

3. 事業開始

4. 実績報告

5. 補助金振込

お問い合わせ・提出先

〒770-8570 徳島県生活環境部交通政策課
E-mail:koutsuuseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
URL:https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/doro/7312418/

想定される経費
報酬・謝礼に係る経費等
（当該業務に従事していると明確なもの）

人件費等

出張等に係る交通費等の実費旅費

機械装置その他備品の製作、購入又は借用に要する経費等機械装置等費

部品、資材、消耗品等の制作又は購入に要する経費物品費

外部の専門機関や共同研究企業への調査等委託費委託費

資料の印刷製本費、会議費、通信運搬費等その他経費


